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消費税法および地方税法の一部改正に伴う電気需給約款の改定について 

 

 消費税法および地方税法の一部改正にともない、2019年 10月 1日より消費税率(地方消費税率を含む)が 8％

から 10％に引き上げられます。これを踏まえ、当社の電気需給約款につきましても、原則として 2019年 10月より

消費税率 10％を適用した電気需給約款へ改定いたします。 

このたびの料金改定は、当該消費税率の引き上げ分のみを現行の電気需給約款に反映させて頂くものです。

電気料金の消費税率は、ご使用期間の使用開始月日が 9月 30日までは 8％を適用し、使用開始日が 10月 1

日から 10%を適用いたします。 

 


